


















































































  

１ １株当たり純資産額 

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

 
(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 

  

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成23年２月28日)

 

564円40銭 578円98銭

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
  至 平成23年８月31日)

 

１株当たり四半期純利益 3円03銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3円02銭

１株当たり四半期純損失（△） △7円03銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日 
  至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
  至 平成23年８月31日)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失

 四半期連結損益計算書上の四半期純利益
 又は四半期純損失（△）（百万円）

146 △332

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る四半期純利益
 又は四半期純損失（△）（百万円）

146 △332

 普通株式の期中平均株式数(千株) 48,227 47,221

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 普通株式増加数(千株) 236 ―

 (うち新株予約権)(千株) （236） ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式
について前連結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

― ―
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第２四半期連結会計期間 

 
(注)  １株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

平成23年９月26日開催の取締役会において、第101期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしまし

た。 

  中間配当による配当金の総額               187百万円 

  １株当たりの金額                     4円00銭          

 支払請求権の効力発生日及び支払開始日      平成23年10月28日     

(注) 平成23年８月31日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日
至  平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

 
１株当たり四半期純損失(△) △1円68銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため、記載しておりません。

 
１株当たり四半期純損失(△) △7円67銭

同左

項目
前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)
(百万円)

△81 △361

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △81 △361

普通株式の期中平均株式数(千株) 48,230 47,090

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式
について前連結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

― ―

(重要な後発事象)

２ 【その他】

－43－



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成22年10月12日

タキヒヨー株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタ

キヒヨー株式会社の平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成22

年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タキヒヨー株式会社及び連結子会社の平成

22年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

  重要な後発事象「自己株式の消却」に記載されているとおり、会社は平成22年10月12日開催の取締役会

において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 

  

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  秦   博 文    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  渡 辺 眞 吾    印

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



  

平成23年10月７日

タキヒヨー株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタ

キヒヨー株式会社の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年３月１日から平成23

年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タキヒヨー株式会社及び連結子会社の平成

23年８月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  秦   博 文    印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  渡 辺 眞 吾    印

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。




